
「多核連携型の都市構成」とは
伊賀市都市マスタープランが目指す

02
　伊賀市では、2010 年に策定された都市マスタープランの都市づくりの目標として、全市における土地利用の秩序を

持たせ、人口減少・少子高齢社会においても持続可能な「多核連携型の都市構成」を掲げています。これを実現するため、

伊賀市にある４つの都市計画区域を統合させ、「伊賀市の適正な土地利用に関する条例」の制定と「立地適正化計画」

の策定を行いました。

　伊賀市都市マスタープランが目指す「多核連携型の都市構成」とは、下の将来都市構造図のように、上野市街地（広

域的拠点）や各支所周辺部（地域拠点）等を市域、地域の中心として維持・充実させ、その拠点を中心に道路・公共

交通ネットワークの連携を図ることで、人口減少・高齢化が進む中でも生活の利便性を確保しようとする都市構成と

しています。

・多核連携型の都市構成の実現

・４つの都市計画区域の統合

・全市統一した土地利用制度の導入
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今後の伊賀市の将来人口はどうなる？

裏面 03. 参照

立地適正化計画の策定

　都市マスタープランは、都市の将来像や整備方針を明確にし、行政と市

民がそれらを共有しながら実現していくことを目的とするものです。市町

村レベルの都市計画に対して、基本的な方向性を示す役割をにない、住民

に最も近い立場にある市町村が、住民の意見を反映させながら都市づくり

の将来像を確立し、課題に対応した都市整備の方針等を定めるものです。

総合計画を支える都市計画の基本的な方針であり、

おおむね 20年後の伊賀市の将来像を見据えた 10年間の計画

一体的
運用 裏面 04. 参照

伊賀市のこれまでの都市づくりを見る
まずは振り返ろう

01

将来都市構造図

都市拠点の配置 都市軸の配置

多様な都市機能が集積し、市町を超えた広域から多

くの人やモノが集まる公共交通の中心拠点であり、

大規模集客施設や公共公益施設等が集積する地区  

広域的拠点を補完し、特に生産機能・研究機能等産

業系機能の拠点となる地区

地域に居住する人が、徒歩または公共交通等により到

達可能な、「支所」を核に買い物や診療などの日常

サービスを受けられる都市機能の集積を図る地区、広

域的拠点へのネットワークの拠点となる地区

広域的拠点

副次的拠点

地域拠点

広域連携軸

圏域内連携軸

圏域内環状軸

地域連携軸

圏域間連携軸

伊賀圏域内の人やモノの移動の重要幹線

“地域拠点”間の連携、交流を図るための路線

“広域的拠点”と“地域拠点”とを結ぶ主要な幹線道路

各拠点と圏域外との交流を強化するための路線

伊賀市と周辺市町や県外とを結ぶ路線
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注目 !!
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（人）

伊賀市人口ビジョン目標値

立地適正化計画（出生率上昇）推計

立地適正化計画（現状趨勢）推計

（直近の5ヶ年の移動率をベースに
　社人研の出生率等で推計）

合計特殊出生率の将来値の想定
（現在：1.4→2025年：1.8→2040年：2.1）
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約9,000人の社会増
人口の確保が必要

　伊賀市人口ビジョンでは、2040 年の人口目標を 77,284 人と設定しており、2010 年の推計基準年より 19,923 人減

少としています。以下のグラフによれば、伊賀市の人口目標を達成するためには、2040 年時点で 12,697 人の人口を

政策的に確保することが必要となり、そのうち社会増による人口増は、自然増による増加を除いた 9,064 人です。

伊賀市の適正な土地利用
に関する条例の制定

資料５－１



伊賀市立地適正化計画と都市機能誘導区域の設定
「多核連携型の都市構成」の実現に向けて

03
伊賀市の適正な
土地利用に関する条例04

　都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉、教育文化等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランであり、都市計画マスター

プランの一部として位置づけられるものです。居住を誘導するエリア（居住誘導区域）、都市機能の立地を誘導するエリア（都市機能誘導区域）等を定め、

めざす将来都市構造の実現のために展開する施策等を示し、この計画に沿って施策が展開されます。

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘

導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供

が図られるよう定める区域

　土地についての基本理念に基づき、市、市民等及び建築開発事業者の

責務を明らかにするとともに、市の土地利用の基本となる計画、建築開

発事業を行う際の手続等を定め、もって適正かつ合理的な土地利用を推

進することを目的としています。

　『自分たちの地域の土地の利用や管理には、自分たちで積極的に参画しよ

う。』を合い言葉に、住民自治協議会が主体になって地区の適正かつ合理的

な土地利用を進めていくためのもので、「伊賀市の適正な土地利用に関する

条例」の第 17条に規定された計画です。

都市機能誘導区域
地区土地利用計画

アンケート票
問５～７関連

アンケート票
問２関連

伊賀市立地適正化計画 伊賀市の適正な土地利用に関する条例

（伊賀市の適正な土地利用に関する条例 第 17条規定）                                       
 

■地区土地利用計画の提案（第 20条第１項） 

提案者：策定提案に係る区域内の市民等 

■提案の内容        

１．提案区域の土地の範囲 

２．地区の土地利用の方針及び目指すべ

き方向（第 18条第 2号との整合につい

て説明） 

３．建築開発事業の基準 

４．提案区域内同意書（第 17条第 2項） 

■地域土地利用方針の作成（第 18条第１項第 2号） 

※自治協全域を対象に作成が必要 

策定者：自治協 

策定手順の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．作成組織をつくる（自治協内に別組織設立） 

○地域まちづくり計画策定組織を活用するなど、

地域まちづくり計画の部門計画として作成する

ことも考えられます。 

２．土地利用の問題から課題を整理する    

○基本区域別（表形式）や図上標記（図形式）に

課題を整理することが考えられます。 

３．地域土地利用方針をまとめて図に示す 

○課題の解決や地域の活性化を目指して、地域の

土地利用の将来像を描きます。 ■地区土地利用計画の検討       
策定者：自治協       

策定手順の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地区土地利用計画素案作成 

○次に、抽出区域の概要を図化し、それ

ぞれの区域について新たな建築開発事

業の基準を設定します。 

１.地区土地利用計画必要個

所の抽出 

○まず、地域土地利用方針を

ベースに基本区域別に地区土

地利用計画の必要性や策定区

域範囲を抽出します。 
基本区域図

変更素案 

建築開発事

業基準素案 

３.地区合意の形成 

○地域の意向を把握し、可能

性の高い区域で地区の協力の

もと同意書を取得します。 

1/2 以上の地区同意が得られ

れば計画地区となります。 

地区住民の意向把握 

1/2以上同意書の確保 

■地区土地利用計画の策定（第 17条第 1項）                           
○１／２以上の同意を得られた地区について地区土地利用計画の策定 

○自治協総会での承認 

 

伊賀市長への認定申請（第 17条第１号） 

地域の土地
の使い方を
皆で考えて
みよう!! 

土地利用の問題を
話し合うには、図
面などをベースす
ると具体的イメー
ジが共有でき、話
がはずみますよ 

 

空からの視点で地域の未
来を表現してみよう!! 

方針が、地域

まちづくり計画

や基本計画の

基本方針と調

和が保たれて

いるか、確認を

忘れないでね。 

認定申請できるのは自治協だけ 

▲上野中心都市機能誘導区域（伊賀市の顔としての都市づくり）

▲阿山都市機能誘導区域

各支所周辺都市機能誘導区域（地域の日常生活の中心づくり）

▲伊賀都市機能誘導区域

▲大山田準都市機能誘導区域

▲青山都市機能誘導区域

▲島ヶ原準都市機能
　誘導区域
▲島ヶ原準都市機能
　誘導区域

▲上野南部都市機能誘導区域（広域的な行政・医療の拠点づくり）

▲ゆめが丘都市機能誘導区域
（伊賀圏域全体の「学ぶ」「憩う」ための拠点づくり）
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都市機能誘導区域

居住誘導区域

※立地適正化計画は、都市計画区域内に定める計画ですが、伊賀市では都市計画区域外の島ヶ原地区、大山田地区にも準都市機能誘導区域を設定し、同等の位置づけをしています。


